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「指定短期入所生活介護 サンホーム江上」重要事項説明書 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して短期入所生活介護サービス・介護予防短期入所生活

介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注

意いただきたいことを次の通り説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定され

た方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用が可

能な場合があります。 

１．事業者 

法人名 社会福祉法人 江寿会 

法人所在地 長崎県佐世保市江上町４８４７番６ 

電話番号 ０９５６－５８－３７０７ 

代表者氏名 理事長  石本 富美 

 

２．事業所の概要 

事業所の種類 短期入所生活介護事業所 

事業所の名称 指定短期入所生活介護事業所 サンホーム江上 

指定介護予防短期入所生活介護事業所 サンホーム江上 

事業所の所在地 長崎県佐世保市江上町４８４７番６ 

電話番号 ０９５６－５８－３７０７ 

管理者氏名 施設長 吉田 勝彦 

 

運営方針 

利用者が要介護状態になった場合においても、その有する能 

力に応じ自立した生活を営むことができるよう心身機能の維持 

並びにご家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目指 

し援助を行う。 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の送迎実施地域   佐世保市内（小佐々、吉井、世知原、江迎、鹿町、離島

の地域を除く）、波佐見町、川棚町、西海市（西彼町の地域） 

 

（２）営業日及び営業時間  

営業日 年中無休 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間帯 24時間 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（長崎県指定 第 4270200837号） 
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４．職員の体制 

 当事業所では、契約者に対して短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以

下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況> （介護老人福祉施設との併設） 

職   種 人  数 

1.管理者 １名（兼務） 

2.事務職員 ２名以上（兼務） 

3.生活相談員 １名（兼務） 

4.介護職員 １７名以上（兼務） 

5.看護職員 ３名以上（兼務） 

6.管理栄養士 １名（兼務） 

7.機能訓練指導員 １名（兼務） 

8.介護支援専門員  １名（兼務） 

<主な職種の勤務体制> 

職 種 勤 務 体 制 

1．介護支援専門員 

2．生活相談員 

C勤：８：００～１７：００ 

C勤：８：００～１７：００ 

3．介護員 

Ａ ：７：００～１６：００ 

Ｃ ：８：００～１７：００ 

Ｄ ：８：３０～１７：３０ 

Ｉ  ：１１：００～２０：００ 

Ｍ ：１３：００～２２：００ 

夜勤：１９：００～９：００ 

4.看護職員 

Ｂ ：７：３０～１６：３０ 

C ：８：００～１７：００ 

D ：８：３０～１７：３０ 

E ：９：００～１８：００ 

5.機能訓練指導員 

Ｂ ：７：３０～１６：３０ 

C ：８：００～１７：００ 

D ：８：３０～１７：３０ 

E ：９：００～１８：００ 

 

 

５．当事業所が提供するサービス内容と利用料金 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

 

食事 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに契約者の身体の状況お

よび嗜好を考慮した食事を提供します。 

朝食：８：００  昼食：１２：００  夕食：１７：００  おやつ：１５:００ 
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入浴 入浴又は清拭を週２回以上行うことを原則として利用期間に応じて実施

いたします。特殊浴槽を使用して入浴することができます。 

排泄 契約者の身体能力に応じた援助を行います。 

健康管理 

 

看護職員による、健康管理を行います。（血圧・脈拍・体温等のﾊﾞｲﾀﾙﾁ

ｪｯｸ）健康相談サービスも受けられます。特変が生じた場合は、主治医

への連絡調整等行います。 

サービス計画

の作成 

・専任の介護支援専門員が、サービス計画を作成し、個人毎に実施・評

価を行います。（連続 4日以上ご利用の方に限ります） 

・サービス計画は、その内容を契約者及び家族に説明し同意を得たうえ

で決定し、作成・変更を行った際には、契約者及び家族に対して書面を

交付します。 

機能訓練 

 

個人の希望・要望をふまえた趣味・余暇活動を行います。遊びリテーシ

ョン、風船バレー、レクリエーション等また、日常生活動作の支援を通し

て機能回復・維持を図ります。 

生活相談 生活相談員に、皆様の生活に関する相談ができます。 

送迎 契約者の心身の状態、環境を考慮し送迎を行います。 

※生活介護全般において、異性介助となる場合があります。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

<サービスの概要と利用料金>  

食事、居住に要

する費用 

別紙［利用料金表］のとおりです。 

食費の内訳 

朝食：350円、昼食：565円、夕食：530円 

介護保険負担限度額認定を受けている方は 1日の設定額をご参

照ください。 

電化製品持込料 1日の料金 

テレビ…6円、ラジカセ…3円、加湿器…13円 

電気毛布…20円、空気清浄機…23円 

携帯電話充電器…1円、冷蔵庫…40円 

洗濯 当サービス利用期間中に発生する洗濯は、一部を除き原則いたし

ません。ただし、3 泊 4 日を超える連続利用の場合については、衣

類の入れ替えを家族で行うか、ショートステイにおいて有料で洗濯

を行います。洗濯サービスを利用する場合、洗濯の回数に関わらず

利用日数に応じた洗濯費用【1泊につき 100円】をいただきます。 

日常生活上必要

となる諸費用 

日常生活品の購入代金等、契約者の日常生活に要する費用で契

約者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を実費負担

いただきます。 

 

●洗濯サービス        希望する     ・     希望しない 

※希望しないを選ばれても、家族で衣類の入れ替えがない場合は有料の洗濯サービ

スを実施いたします。 
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（３）利用料金・支払い方法 

・サービスにかかる利用料金は別紙［利用料金表］のとおりです。 

 ※国の基準により変更される場合があります。また当法人の体制や契約者の要介護 

度の変更など加算条件により、利用料金が変動する場合があります。 

・その他個別にかかる料金（電化製品等）に関して、契約者及びご家族の希望による 

持ち込みが可能です。利用の際は契約者ごとに実費徴収となります。 

・サービス料金・費用は、利用終了の翌月 10日にご請求致します。請求月末までに 

以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

※お支払いにかかる手数料は契約者負担となります。 

指定口座へ振込み 十八親和銀行 卸本町支店 普通預金 １２０３１８７ 

特別養護老人ホーム  サンホーム江上    

施設長 吉田勝彦 

金融機関口座からの

自動引落とし 

毎月 27日に手続きされた口座から引き落とし致します。 

現金払い 特別養護老人ホーム サンホーム江上 

事務所まで 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

 （１） 施設・設備の使用上の注意 

    ① 施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

    ② 故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設設備を 

破損した場合には、契約者自己負担により原状に復していただくか、又は相当 

の代価をお支払いいただく場合があります。 

     ③ 当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治 

活動、営利活動を行うことはできません。 

     ④ 施設内禁煙となっております。 

 （２）職員の配置の変更について 

    国の基準により変更になる場合があります。 

 （３）利用中の中止 

   以下の場合には、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

   ・契約者が中途退所を希望した場合 

   ・入所日の健康チェックの結果、熱があるなど体調が悪かった場合、また感染症な

どにより集団生活が困難と判断された場合（入所の前には必ず体温測定をお願

いいたします） 

   ・利用中に体調が悪くなり、当サービスの継続が困難になった場合 

   ・他の利用者の生命または健康、日常生活に重大な影響を与える行動、行為が 

あった場合 
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 （４）その他 

   ・利用中の病院受診は原則、家族対応となっております。 

 

７．緊急時等における対応方法について 

契約者の病状に急変が生じた時は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講

ずるとともに、管理者及びその家族に報告します。その他、緊急事態が生じた場合

においても同様です。 
   

     ご家族                                   
   

     連絡先                                   

 

８．事故発生時における対応について 

  事故が発生した場合には、速やかに管理者へ連絡する。管理者は事故の内容を把 

握し、ご家族、保険者、最寄りの警察等へ連絡を行います。 

 

９．雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保 

事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、男女雇用機会均等法等に 

おけるハラスメント対策に関する事業者の責務をふまえつつ、サービス従事者の就業環

境が害されることを防止するための方針を明確化する等のハラスメント対策に取り組みま

す。また事業者はハラスメント対策に取り組むためにも、次に揚げる措置を講じるよう努

めます。 

①  ハラスメント対策に取り組むための委員会を定期的に開催し、その結果につい

て事業所内で周知徹底を図ります。 

②  ハラスメントについての相談窓口を設置し、受けた相談は迅速に解決します。 

  (窓口責任者は管理者) 

③  当施設におけるハラスメント対策のための指針を整備します。 

④  サービス従事者に対し、ハラスメント対策のための研修を定期的に実施します。 

 

１０．個人情報の利用について 

   事業者から、医療機関、他の指定介護老人福祉施設、老人保健施設、認知症

対応型共同生活事業所及び居宅支援事業所等を利用（入院・入所）するにあた

って、前記する医療機関・事業所等から契約者個人及び家族の状況等の情報を

求められた場合、または当事業所でのサービス担当者会議等で必要とされる場

合に、下記の内容を提供させていただきます。 

① 介護状況に関する情報 

② 施設サービス計画書 

③ 介護保険被保険者証更新認定に関わること 
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④ 看護サマリー（医療の状況） 

⑤ 契約者本人の状況 

⑥ ご家族の状況（主介護者など） 

⑦ 身元引受人の状況 

⑧ 救急搬送時の情報提供書 

⑨ その他必要な書類 

重要事項説明書の同意をもって、個人情報についての同意を兼ねさせていた 

だきます。 

＜その他、下記の個人情報について＞ 

 ・法人ホームページ、SNS         （ 写真 ・ 氏名 ・ 否 ） 

 ・広報誌への掲載             （ 写真 ・ 氏名 ・ 否 ） 

・事業所内の掲示物への掲載        （ 写真 ・ 氏名 ・ 否 ） 

 ・実習生の受け入れ                  （ 可 ・ 否 ） 

 ・ボランティアの受け入れ               （ 可 ・ 否 ） 

 

１１．損害賠償について 

契約者に対して事業所のサービス提供上の責任により、賠償すべき事態が発生し

た場合は速やかに損害賠償を行います。守秘義務に違反した場合も同様とします。

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、

契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害

賠償責任を減じる場合があります。 

 

１２．非常災害対策について 

 （１）災害発生に備え、以下の設備整備、訓練を行っております。 

防災設備 自動火災報知設備     誘導等    スプリンクラー設備 

自家発電設備        消火器    火災通報装置     

蓄電池設備 

防災訓練 昼間通報誘導訓練     夜間想定通報誘導訓練 

夜間通報訓練        消火訓練       

総合訓練 

  （２）台風や大雨などにより、サービス提供が困難と事業所が判断した場合、ご利用を 

見合わせていただくことがあります。ただし、契約者のおかれている状況を鑑みて、 

柔軟な対応を行います。 

 

１３. 苦情処理に関する取り扱いについて 

施設における苦情やご相談は面談、電話、書面により専用窓口で受け付けます。

また第 3者委員、その他の公的機関へ直接申し出る事もできます。    

   ○受付時間  8：30～17：30 
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   ○短期入所生活介護事業所 サンホーム江上 

     〒859-3244 佐世保市江上町 4847－6 

                TEL 0956－58－3707 

 

その他の苦情受付機関 

佐世保市役所 長寿社会課 介護

保険係 

所在地   佐世保市高砂町５番１号 

電話番号  ０９５６－２４－１１１１ 

長崎県国保連合会 介護サービス

苦情申し立て等相談窓口 

所在地   長崎市今博多町８番地２ 

電話番号  ０９５－８２６－１５９９ 

長崎県社会福祉協議会 
所在地   長崎市茂里町３番２４号 

電話番号  ０９５－８４２－６４１０ 

 

以上、指定短期入所生活介護サービスの提供開始に際し、本書面に基づき重要事

項の説明を行いました。 

 

事業者 

所在地 長崎県佐世保市江上町４８４７－６ 

名 称 指定短期入所生活介護事業所 サンホーム江上 

 

説明者職名  

氏 名                         

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護サービス

の提供開始に同意しました。個人情報の利用についても同意します。 

 

令和   年   月   日    

契約者     

住 所                       

 

氏 名                        

  

代理人 

住 所                      

 

氏 名                      


